
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月・３月 

2月 8日(水) ＤＶ対策連絡協議会 

12日(日) 男女共同参画推進員地区別研修会 

15日(水) 高岡市男女平等推進市民委員会 

24日(金) 話スペース「ぽこ あ ぽこ」 

 

 

 

 

3月 2日(木) 高岡市男女平等問題処理委員会 

    9日(木) 男女平等推進ネットワーク会議 

24日(金) 話スペース「ぽこ あ ぽこ」 

 

 

 

男女平等推進センター情報誌 

『ありーて』16号を発行しました！ 

男女平等・共同参画社会の実現をめざし、様々な情報を発信する

男女平等推進プラン情報誌「ありーて」16 号を発行しました。企

画・編集は公募による市民編集員とセンター職員が行っています。 

     災害時、それぞれの立場で考えよう 

     ・わがまち訓練から見えてきたこと 

     ・災害時に「支援を必要とする人」の声 

     ・あったらいいな、より安心できる避難場所 

--------------------------------------------------- 

■セピア色の写真から/田中 きみさん 

■センター活動登録団体紹介 

 ・高岡市の取り組み ほか 

特集 

 

 

毎月第４金曜日 19:00～20:30 

（※12 月のみ第 3 金曜日） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

4/28      8/25     12/15※ 

5/26      9/22      1/26 

6/23     10/27      2/23 

7/28     11/24      3/23 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
♥ 話し合いのルール ♥ 

聞いたことを外に持ち出さない等を守り、ファシリテーター

(進行役)のもと CR(自由に自分の体験や気持ちを語ること

を通して、自身の問題に気づき、整理し、解決へ向かう力と

意欲を引き出すことを目指す)をします。 

✿ 誰かに聞いてほしいことがある ✿ 最近、元気がない 

✿ 自分で乗り越えたことがある ✿ 少しだけ悩んでいる 

 

※「ありーて」は自分の力
で問題を解決していくイギ
リスの童話「ありーて姫の
冒険」の主人公の名前です。 

平成 

29年度 
「ぽこ あ ぽこ」 

開 催 日 時 

男女平等推進センター 

会議室 
場所 

・ ・ ・ ・ ・  

（計画期間 平成 2９年度～平成３8 年度） 

 新たに策定したプランでは 「男女が一緒になって活躍できる社会」 を目指し、 
次の４つの項目をプランの基本目標として男女平等・共同参画の推進に取り組みます。 

 多様な意見や意思を反映

するため、男女が政策や方

針等の決定の場に対等に参

画し、ともに責任を担う社

会を目指します。 

主な取り組み 

・市の審議会や委員会等への 

女性委員の参画の促進 

・固定的な性別役割分担意識 

等の解消に向けた啓発活動 

・男女共同参画の視点を取り 

入れた防災体制の確立 

          など 

 従来の働き方を見直し、男

女が責任を分かち合いなが

ら家事・育児・介護等に参

画し仕事と生活の調和の取

れた社会を目指します。 

主な取り組み 

・ワーク・ライフ・バランス 

の推進に向けた企業への働 

きかけ 

・職場における男女の雇用機会 

の均等などに関する意識啓発 

・男性の家庭生活への参画を促 

すための講座等の開催 

          など  

 あらゆる場で人権が尊重

れ、男女が生涯を通じて心身

を健康に保ち、対等にいきい

きと豊かに生活できる社会

を目指します。 

 男女平等推進センターと

国・県、関係団体、市民及

び事業者等との連携の強化

を図り、計画を総合的に推

進していきます。 

主な取り組み 

・ＤＶ対策基本計画によるＤＶ

予防啓発や被害者支援の推進 

・複合的に困難な状況に置かれ

た人への支援 

・各種保健事業を通じた心身の

健康保持・増進支援 

          など 

主な取り組み 

・男女平等推進センターを 

拠点とした各種事業の推進 

         など 

〔計画の基本的な考え方〕

ＤＶはどんな理由があっても、決して許されないという認識にたち、ＤＶ予防啓発から被害者の立場に立った切れ目のない

支援に努めるとともに、関係機関及び民間支援団体との連携強化を図ります。

◆市民への啓発

…ＤＶに関する正しい理解の促進

◆若い世代への啓発

…「デートＤＶ予防啓発講座」の

実施

◆配偶者暴力相談支援センター機能
の充実

◆相談体制の充実

◆職務関係者等への能力向上への

取り組み

◆早期発見のための関係者への周知

◆高齢者・障がい者・外国人等への
支援の充実

◆被害者に対する適切な情報提供

及び支援の充実

◆生活再建に向けた支援

◆子どもに対する支援

◆心身の健康回復に向けた支援

◆計画の推進・関係機関の連携協力

体制の強化

◆民間支援団体との連携強化、

支援

◆苦情に対する適切な対応

◆緊急時の安全確保

◆被害者等に関する情報保護

Ⅰ 暴力を生み出さない

意識づくりの推進

Ⅲ 安全体制の充実

（計画期間：平成29年度～平成33年度）

Ⅱ 身近で安心して相談

できる体制の整備

Ⅳ 被害者の自立を

支援する体制の強化

Ⅴ 暴力を許さない

高岡ネットワーク


